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�愛媛県告示第１００３号
次の保安林を解除予定保安林にする旨の通知を受けたから、森林

法（昭和２６年法律第２４９号）第３０条の規定により告示する。

平成２９年９月５日

愛媛県知事 中 村 時 広

１ 解除予定保安林の所在場所

上浮穴郡�万高原町笠方２８０７・２８０８の２（以上２筆国有林）
２ 保安林として指定された目的

かん

水源の涵養

３ 解除の理由

道路用地とするため

�愛媛県告示第１００１号
次のとおり落札者を決定した。

平成２９年９月５日

愛媛県知事 中 村 時 広

�愛媛県告示第１００２号
次のとおり随意契約の相手方を決定した。

平成２９年９月５日

愛媛県知事 中 村 時 広

発 行 愛 媛 県
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この県報に掲載される入札告示、落札者等の告示及び入札公告は、ＷＴＯに基づく政府調達に関する協定の

適用を受けるものである。

落札に係る物品等又は特定役務の
名称及び数量

契約に関する事務
を担当する機関の
名称及び所在地

落札者を決定した日 落札者の氏名及び住所 落札金額 契約の相手方を
決定した手続 入 札 公 告 日

愛媛県災害時住民避難支援アプリ開
発等業務 一式
愛媛県災害時住民避難支援アプリ利
用権 一式

愛媛県県民環境部
防災局防災危機管
理課
愛媛県松山市一番
町四丁目４番地２

平成２９年８月２４日
株式会社エヌ・ティ・
ティ・データ関西
大阪市北区堂島三丁目
１番２１号

３７，８５４，０００円 総合評価
一般競争入札 平成２９年７月７日

随意契約に係る物品
等の名称及び数量

契約に関する事務を
担当する機関の名称
及び所在地

随意契約の相手方
を決定した日

随意契約の相手方の氏
名及び住所

随意契約に係る
契約金額 随意契約にした理由

抗インフルエンザウ
イルス薬 タミフル
ドライシロップ３％
３０ｇ １２，１２０箱

愛媛県保健福祉部健康
衛生局健康増進課
愛媛県松山市一番町四
丁目４番地２

平成２９年８月２４日
東京都北区浮間五丁目５
番１号
中外製薬株式会社
営業本部長 加藤 進

５８，１１７，８２４円
契約の相手方のみ調達できる物品であるた
め、地方公共団体の物品等又は特定役務の
調達手続きの特例を定める政令第１１条第１
項第１号の規定を適用し随意契約とした。

毎週（火・金）曜日発行 第２９０６号 平成２９年９月５日

平成２９年９月５日火曜日 第２９０６号

愛 媛 県 報

６２７
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�愛媛県告示第１００４号
保安林の指定施業要件の変更予定（平成２９年７月２８日愛媛県告示

第８８４号）に係る通知の相手方又はその所在が不分明であるので、

森林法（昭和２６年法律第２４９号）第１８９条の規定により、その通知の

内容を宇和島市役所の掲示場に掲示するとともに、次のとおりその

要旨を告示する。

平成２９年９月５日

愛媛県知事 中 村 時 広

１ 指定施業要件の変更予定に係る保安林の所在場所及び不分明又

は所在が不分明である通知の相手方

保安林の所在場所 不分明又は所在が不分明であ
る通知の相手方 備 考

宇和島市津島町御内２０３８、
２０４３、２０５４から２０５６まで

喜多郡内子町寺村２７０番地７

森 本 英 章
森林所有者

２ 保安林として指定された目的

土砂の流出の防備

３ 変更後の指定施業要件

� 立木の伐採の方法

変更しない。

� 立木の伐採の限度

変更後の立木の伐採の限度は、次のとおりとする。

（「次のとおり」は、省略し、その関係書類を愛媛県庁及び宇和

島市役所に備え置いて縦覧に供する。）

�������
�愛媛県告示第１００５号
保安林の指定施業要件の変更予定（平成２９年７月２８日愛媛県告示

第８８５号及び第８８６号）に係る通知の相手方又はその所在が不分明で

あるので、森林法（昭和２６年法律第２４９号）第１８９条の規定により、

その通知の内容を宇和島市役所の掲示場に掲示するとともに、次の

とおりその要旨を告示する。

平成２９年９月５日

愛媛県知事 中 村 時 広

１ 指定施業要件の変更予定に係る保安林の所在場所及び不分明又

は所在が不分明である通知の相手方

保安林の所在場所 不分明又は所在が不分明であ
る通知の相手方 備 考

宇和島市津島町槇川２２６２、
２２６５

宇和島市津島町御内１番耕地
４３１番３
福 田 源 造

森林所有者

宇和島市津島町御内１４９５、
１５０８

喜多郡内子町寺村２７０番地７

森 本 英 章
〃

宇和島市津島町槇川２１８９
宇和島市津島町御内

大 塚 安 吉
〃

２ 保安林として指定された目的
かん

水源の涵養

３ 変更後の指定施業要件

� 立木の伐採の方法

変更しない。

� 立木の伐採の限度並びに植栽の方法、期間及び樹種

変更後の立木の伐採の限度並びに植栽の方法、期間及び樹種

は、次のとおりとする。

（「次のとおり」は、省略し、その関係書類を愛媛県庁及び宇和

島市役所に備え置いて縦覧に供する。）

�������
�愛媛県告示第１００６号
土地改良法（昭和２４年法律第１９５号）第３０条第２項の規定により、

東温市北吉井土地改良区の定款の変更を認可した。

平成２９年９月５日

愛媛県中予地方局長 福 井 琴 樹

�愛媛県告示第１００７号
道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第２項の規定に基づき、道路の供用を次のように開始する。

その関係図面は、中予地方局建設部において告示の日から２週間一般の縦覧に供する。

平成２９年９月５日

愛媛県知事 中 村 時 広

�愛媛県告示第１００８号
都市計画法（昭和４３年法律第１００号）第３６条第１項に規定する開発行為に関する工事が次のとおり完了した。

平成２９年９月５日

愛媛県中予地方局長 福 井 琴 樹

道路の種類 路 線 名 供 用 開 始 の 区 間 供用開始の日

県 道 松山東部環状線
松山市正円寺三丁目３５番８から

同市正円寺三丁目３１番９まで
平成２９年９月５日

検 査 済 証 の 番 号
及 び 交 付 年 月 日

工 事 を 完 了 し た 開 発 区 域 又 は
工 区 に 含 ま れ る 地 域 の 名 称

開 発 許 可 を 受 け た
者 の 住 所 及 び 氏 名

２９中局建（開）第２４号

平成２９年８月２４日
伊予郡松前町大字恵�美字向堤８２６番３

伊予郡松前町大字西古泉２８５番地１

さくら不動産 有限会社

愛 媛 県 報平成２９年９月５日 第２９０６号

６２８
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選挙管理委員会告示

雑 報

�愛媛県選挙管理委員会告示第４５号
地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２編第５章及び地方教育行

政の組織及び運営に関する法律（昭和３１年法律第１６２号）第８条第

１項の規定による直接請求の要件となるべき選挙権を有する者の数

は、次のとおりである。

平成２９年９月５日

愛媛県選挙管理委員会

委員長 大 塚 岩 男

１ 直接請求（県議会議員の解職請求を除く。）の要件となるべき

選挙権を有する者の数

� 選挙権を有する者の総数 １，１８２，４２９

� 選挙権を有する者の総数の５０分の１の数 ２３，６４９

� ８０万を超える数に８分の１を乗じて得た数と４０万に６分の１

を乗じて得た数と４０万に３分の１を乗じて得た数とを合算して

得た数 ２４７，８０４

２ 県議会議員の解職請求の要件となるべき選挙権を有する者の数

�愛媛県告示第１００９号
道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第１項の規定に基づき、道路の区域を次のように変更する。

その関係図面は、南予地方局建設部において告示の日から２週間一般の縦覧に供する。

平成２９年９月５日

愛媛県知事 中 村 時 広

�愛媛県告示第１０１０号
道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第２項の規定に基づき、道路の供用を次のように開始する。

その関係図面は、南予地方局建設部において告示の日から２週間一般の縦覧に供する。

平成２９年９月５日

愛媛県知事 中 村 時 広

�公 告

地方独立行政法人法（平成１５年法律第１１８号）第３４条第４項の規定に基づき、公立大学法人愛媛県立医療技術大学の平成２８年度に係る財

道路の種類 路 線 名 区 間 旧・新
別

敷 地 の
幅 員

メートル

延 長

キロメートル

備 考

一 般 国 道 ３８１号
北宇和郡松野町大字吉野２０５３番２から

同大字２２１８番３まで

旧 ７．０～１９．０ ０．１１４

新 ７．０～２６．８ ０．１１４

道路の種類 路 線 名 供 用 開 始 の 区 間 供用開始の日

一 般 国 道 ３８１号
北宇和郡松野町大字吉野２０５３番２から

同大字２２１８番３まで
平成２９年９月５日

南 宇 和 郡 １９，８０４ ６，６０２

松山市・上浮穴郡 ４３９，１０２ １３９，８５１

今 治 市 ・ 越 智 郡 １４３，２５４ ４７，７５２

宇和島市・北宇和郡 ７９，９９６ ２６，６６６

八幡浜市・西宇和郡 ３９，４０５ １３，１３５

新 居 浜 市 １０１，４７０ ３３，８２４

西 条 市 ９３，０３３ ３１，０１１

大 洲 市 ・ 喜 多 郡 ５２，７８６ １７，５９６

伊 予 市 ３１，９１８ １０，６４０

四 国 中 央 市 ７５，２４３ ２５，０８１

西 予 市 ３４，２０８ １１，４０３

東 温 市 ２８，１６０ ９，３８７

選 挙 区 別 選挙権を有する者の総
数

同左の３分の１の数
（松山市・上浮穴郡選
挙区にあっては、同左
の４０万を超える数に６
分の１を乗じて得た数
と４０万に３分の１を乗
じて得た数とを合算し
て得た数）

伊 予 郡 ４４，０５０ １４，６８４

愛 媛 県 報平成２９年９月５日 第２９０６号

６２９



務諸表について、次のとおり公告する。

平成２９年９月５日

公立大学法人愛媛県立医療技術大学

理事長 橋 本 公 二

愛 媛 県 報平成２９年９月５日 第２９０６号

６３０



勘 定 科 目 金 額

資産の部
� 固定資産
１ 有形固定資産

土地 ６４３，９８９，０００
建物 １，６６１，８７６，０１０
建物減価償却累計額 △３６９，４３１，３１７ １，２９２，４４４，６９３
構築物 １０，７５９，５００
構築物減価償却累計額 △４，０５８，８８３ ６，７００，６１７
工具器具備品 １７８，５００，４４７
工具器具備品減価償却累計額 △９１，５３９，４４７ ８６，９６１，０００

図書 ２９０，０７４，６１２
有形固定資産合計 ２，３２０，１６９，９２２

２ 無形固定資産
ソフトウェア １
電話加入権 １８，０００
無形固定資産合計 １８，００１

固定資産合計 ２，３２０，１８７，９２３
� 流動資産

現金及び預金 １８２，５２４，４９１
未収入金 ８，０５８，１１３
たな卸資産 ８４１，３９８
前払費用 ６８４，３３５

流動資産合計 １９２，１０８，３３７
資産合計 ２，５１２，２９６，２６０

負債の部
� 固定負債
１ 資産見返負債

資産見返運営費交付金等 ８４，３８６，０７５
資産見返補助金等 １０，０６２，８３５
資産見返寄附金 １２，０４８，９１５
資産見返物品受贈額 ２４８，８６５，２５４ ３５５，３６３，０７９

２ 長期リース債務 ２４，８０１，９８３
固定負債合計 ３８０，１６５，０６２

� 流動負債
寄附金債務 １，７５４，６３０
前受受託研究費等 ２，８２１，８９１
未払金 ８８，９９３，０１１
リース債務 ９，９０３，３９９
未払費用 １１，６６６，６０６
預り科学研究費補助金 ３，０８６，８７７
預り金 ２，７５５，４２６

流動負債合計 １２０，９８１，８４０
負債合計 ５０１，１４６，９０２

純資産の部
� 資本金

地方公共団体出資金 ２，２０６，１７９，０００
資本金合計 ２，２０６，１７９，０００

� 資本剰余金
資本剰余金 １０８，５１１，１９０
損益外減価償却累計額（△） △３８４，９１９，８２０

資本剰余金合計 △２７６，４０８，６３０
� 利益剰余金
前中期目標期間繰越積立金 ２１，４９７，４７０
当期未処分利益 ５９，８８１，５１８
（うち当期総利益） （５９，８８１，５１８）

利益剰余金合計 ８１，３７８，９８８
純資産合計 ２，０１１，１４９，３５８
負債純資産合計 ２，５１２，２９６，２６０

貸 借 対 照 表
（平成２９年３月３１日）

【単位：円】

愛 媛 県 報平成２９年９月５日 第２９０６号

６３１



勘 定 科 目 金 額

経常費用
業務費
教育経費 ７４，７０２，２６０
研究経費 ４２，６０６，６００
教育研究支援経費 ２２，１７７，６３３
受託研究費 ４６，４２３
役員人件費 ３９，３２９，９７３
教員人件費 ５１７，４００，３９３
職員人件費 １３０，８１４，８２８ ８２７，０７８，１１０
一般管理費 ８３，７２９，５２６
財務費用
支払利息 ４８６，４９１ ４８６，４９１

経常費用合計 ９１１，２９４，１２７

経常収益
運営費交付金収益 ６５４，２４０，４０７
授業料収益 ２３５，１９５，０５０
入学金収益 ３７，７０３，４００
検定料収益 ６，７１０，６００
受託研究等収益 ４６，４２３
寄附金収益 ７４３，４９４
補助金等収益 ７，９４４，２０８
資産見返負債戻入
資産見返運営費交付金等戻入 ９，３０５，００７
資産見返寄附金戻入 １，８４４，６７２
資産見返補助金等戻入 ７，４６８，０２１
資産見返物品受贈額戻入 ４，０３８，２６３ ２２，６５５，９６３
財務収益
受取利息 ９，２５７ ９，２５７

雑益
財産貸付料収益 ７８８，１８２
手数料収入 ８８，８００
物品等売払収入 ４０３，４１６
雑益 ４，６４６，４４５ ５，９２６，８４３

経常収益合計 ９７１，１７５，６４５

経常利益 ５９，８８１，５１８

当期純利益 ５９，８８１，５１８

当期総利益 ５９，８８１，５１８

損 益 計 算 書
（平成２８年４月１日～平成２９年３月３１日）

【単位：円】

愛 媛 県 報平成２９年９月５日 第２９０６号
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区 分 金 額

� 業務活動によるキャッシュ・フロー
原材料、商品又はサービスの購入による支出 △１０９，７６４，２００
人件費支出 △７１２，９９３，５３４
その他の業務支出 △６５，８９６，５７０
運営費交付金収入 ６７４，２９９，０００
授業料収入 ２３１，０４２，６００
入学金収入 ３７，２８０，４００
検定料収入 ６，７１０，６００
受託研究等収入 ２，０００，０００
寄附金収入 ５００，０００
補助金収入 ２，５６９，２０８
その他の収入 ６，００７，１８４
小計 ７１，７５４，６８８

設立団体納付金の支払額 △１４５，８２４，２９０
業務活動によるキャッシュ・フロー △７４，０６９，６０２

� 投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出 △１４５，８２４，２９０
定期預金の払戻しによる収入 １４５，８２４，２９０
有形固定資産の取得による支出 △１６，２９９，５８５
小計 △１６，２９９，５８５

利息の受取額 ９，２５７
投資活動によるキャッシュ・フロー △１６，２９０，３２８

� 財務活動によるキャッシュ・フロー
リース債務の返済による支出 △１２，３３０，３９９
小計 △１２，３３０，３９９

利息の支払額 △４９９，０７１
財務活動によるキャッシュ・フロー △１２，８２９，４７０

� 資金増加額 △１０３，１８９，４００

� 資金期首残高 ２８５，７１３，８９１

� 資金期末残高 １８２，５２４，４９１

キャッシュ・フロー計算書
（平成２８年４月１日～平成２９年３月３１日）

【単位：円】

愛 媛 県 報平成２９年９月５日 第２９０６号
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勘 定 科 目 金 額

� 当期未処分利益 ５９，８８１，５１８
当期総利益 ５９，８８１，５１８

� 利益処分額
積立金 ３０，９７６，６２８
地方独立行政法人法第４０条第３項により設立団体の長の承
認を受けた額
（教育研究の質の向上並びに組織運営及び施設整備の改善 ２８，９０４，８９０ ５９，８８１，５１８
積立金）

利益の処分に関する書類
【単位：円】

愛 媛 県 報平成２９年９月５日 第２９０６号

６３４



勘 定 科 目 金 額

� 業務費用
� 損益計算書上の費用

業務費 ８２７，０７８，１１０
一般管理費 ８３，７２９，５２６
財務費用 ４８６，４９１ ９１１，２９４，１２７

� （控除）自己収入等
授業料収益 △２３５，１９５，０５０
入学金収益 △３７，７０３，４００
検定料収益 △６，７１０，６００
受託研究等収益 △４６，４２３
寄附金収益 △７４３，４９４
資産見返寄附金戻入 △１，８４４，６７２
財務収益 △９，２５７
雑益 △１，６７８，０１２ △２８３，９３０，９０８

業務費用合計 ６２７，３６３，２１９

� 損益外減価償却相当額 ７０，３８８，４４６

� 引当外賞与増加見積額 △１，５８８，９６９

� 引当外退職給付増加見積額 △３９，７５７，７５９

� 機会費用 １，２９２，９４６

� 行政サービス実施コスト ６５７，６９７，８８３

行政サービス実施コスト計算書
（平成２８年４月１日～平成２９年３月３１日）

【単位：円】

愛 媛 県 報平成２９年９月５日 第２９０６号

６３５



注 記
� 重要な会計方針

１．運営費交付金収益及び授業料収益の計上基準

期間進行基準を採用しています。

なお、退職一時金及び派遣職員人件費については費用進行基準を採用しています。

２．減価償却の会計処理方法

� 有形固定資産

定額法を採用しています。

耐用年数については、法人税法上の耐用年数を基準とし、県から承継した固定資産については承継時の残存耐用年数で減価償却し

ています。なお、主な耐用年数は以下のとおりです。

建物 １１年～２７年

構築物 １０年

工具器具備品 ３年～５年

また、特定の償却資産（地方独立行政法人会計基準第８５）の減価償却相当額については、損益外減価償却累計額として資本剰余金

から控除して表示しています。

� 無形固定資産

定額法を採用しています。

なお、法人内利用のソフトウエアについては、法人内における利用可能期間（５年）に基づいています。

３．引当金の計上基準

� 賞与に係る引当金及び見積額の計上基準

賞与一時金については、運営費交付金により財源措置されているため、賞与に係る引当金は計上していません。

なお、職員に支給する賞与のうち、翌事業年度の運営費交付金により財源措置されるものについては、行政サービス実施コスト計

算書における引当外賞与増加見積額として、当事業年度末の支給対象期間に応じた支給見込額から前事業年度末の同見込額を控除し

た額を計上しています。

� 退職給付に係る引当金及び見積額の計上基準

退職一時金については、運営費交付金により財源措置されているため、退職給付に係る引当金は計上していません。

なお、行政サービス実施コスト計算書における引当外退職給付増加見積額は、地方独立行政法人会計基準第８７に基づき計算された

退職一時金に係る当事業年度末の引当外退職給付見積額から前事業年度末における同見積額を控除した額を計上しています。

４．たな卸資産の評価基準及び評価方法

貯蔵品について、最終仕入原価法を採用しています。

５．行政サービス実施コスト計算書における機会費用の計上方法

地方公共団体出資等の機会費用の計算に使用した利率

１０年利付国債の平成２９年３月３１日の利回り（０．０６７％）を参考に計算しております。

６．リース取引の会計処理

ファイナンス・リース取引については、通常の売買取引に係る方法に準じた会計処理によっています。

７．消費税等の会計処理

消費税及び地方消費税の会計処理方法は、税込方式によっています。

� 貸借対照表注記

１．翌期の運営費交付金から充当されるべき賞与の見積額 ４１，５４６，２０１円

２．翌期以降の運営費交付金から充当されるべき退職給付の見積額 ４４３，９２８，７９８円

（愛媛県からの派遣職員に対する退職給付見積額は上記金額から除いております。）

� キャッシュ・フロー計算書注記

１．資金の期末残高の貸借対照表表示科目の内訳

現金及び預金 １８２，５２４，４９１円

うち定期預金（控除） ０円

資金期末残高 １８２，５２４，４９１円

２．重要な非資金取引

該当事項はありません。

愛 媛 県 報平成２９年９月５日 第２９０６号
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� 行政サービス実施コスト計算書注記

１．引当外賞与増加見積額の中には、愛媛県からの派遣職員に係る８４０，６６６円が含まれています。

２．引当外退職給付増加見積額の中には、愛媛県からの派遣職員に係る６，９０５，２０３円が含まれています。

３．機会費用の内訳

機会費用はすべて設立団体（愛媛県）に係るものです。

� 金融商品に関する事項

� 金融商品の状況に関する事項

当法人の資金運用は、預金、国債、地方債、政府保証債等に限定しております。なお、現在は預金のみの運用となっており、運用先

の経営状況等の監視等を行っています。

� 金融商品の時価等に関する事項

期末日における貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりです。

また、重要性の乏しい科目については記載を省略しています。

【単位：円】

貸借対照表計上額（※） 時 価（※） 差 額

現金及び預金 １８２，５２４，４９１ １８２，５２４，４９１ ０

未払金 （８８，９９３，０１１） （８８，９９３，０１１） （０）

リース債務 （３４，７０５，３８２） （３４，７１１，０６８） ５，６８６

※負債に計上されているものは、（ ）で示しています。

（注）金融商品の時価の算定方法

現金及び預金

これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっています。

未払金

未払金は短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっています。

リース債務

リース債務の時価については、元利金の合計額を新規に同様のリース取引を行った場合に想定される利率で割り引いて算定す

る方法により算定しています。

� 賃貸等不動産の時価等の開示に関する事項

該当事項はありません。

� 重要な債務負担行為

該当事項はありません。

� 重要な後発事項

該当事項はありません。

愛 媛 県 報平成２９年９月５日 第２９０６号
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附 属 明 細 書
� 固定資産の取得及び処分並びに減価償却費（「第８５特定の償却資産の減価に係る会計処理」及び「第８８資産除去債務に係る特定の除去

費用等の会計処理」による損益外減価償却相当額も含む。）並びに減損損失の明細

【単位：円】

資産の種類 期首残高 当期増加額 当期減少額 期末残高
減価償却累計額 差 引

当期末残高
摘要

当期償却額

建物 １，６２８，３７０，０００ ０ ０ １，６２８，３７０，０００ ３６４，３６０，９１１ ６１，９２５，８０８ １，２６４，００９，０８９
有形固定資産
（特定償却資
産）

工具器具備品 ４２，３１３，１９０ ０ ０ ４２，３１３，１９０ ２０，５５８，９０９ ８，４６２，６３８ ２１，７５４，２８１

計 １，６７０，６８３，１９０ ０ ０ １，６７０，６８３，１９０ ３８４，９１９，８２０ ７０，３８８，４４６ １，２８５，７６３，３７０

建物 ２６，４７３，０５０ ７，０３２，９６０ ０ ３３，５０６，０１０ ５，０７０，４０６ ２，０５９，８４９ ２８，４３５，６０４ 注

構築物 ７，０８７，５００ ３，６７２，０００ ０ １０，７５９，５００ ４，０５８，８８３ ７９０，７５８ ６，７００，６１７ 注
有形固定資産
（特定償却資
産を除く）

工具器具備品 １５４，２２０，３６９ ３，１８９，８８８ ２１，２２３，０００ １３６，１８７，２５７ ７０，９８０，５３８ ２７，３５４，８１７ ６５，２０６，７１９ 注

図書 ２８７，２５０，２８３ ７，１５３，４１５ ４，３２９，０８６ ２９０，０７４，６１２ ２９０，０７４，６１２

計 ４７５，０３１，２０２ ２１，０４８，２６３ ２５，５５２，０８６ ４７０，５２７，３７９ ８０，１０９，８２７ ３０，２０５，４２４ ３９０，４１７，５５２

非償却資産
土地 ６４３，９８９，０００ ０ ０ ６４３，９８９，０００ ６４３，９８９，０００

計 ６４３，９８９，０００ ０ ０ ６４３，９８９，０００ ６４３，９８９，０００

土地 ６４３，９８９，０００ ０ ０ ６４３，９８９，０００ ６４３，９８９，０００

建物 １，６５４，８４３，０５０ ７，０３２，９６０ ０ １，６６１，８７６，０１０ ３６９，４３１，３１７ ６３，９８５，６５７ １，２９２，４４４，６９３

有形固定資産
の合計

構築物 ７，０８７，５００ ３，６７２，０００ ０ １０，７５９，５００ ４，０５８，８８３ ７９０，７５８ ６，７００，６１７

工具器具備品 １９６，５３３，５５９ ３，１８９，８８８ ２１，２２３，０００ １７８，５００，４４７ ９１，５３９，４４７ ３５，８１７，４５５ ８６，９６１，０００

図書 ２８７，２５０，２８３ ７，１５３，４１５ ４，３２９，０８６ ２９０，０７４，６１２ ２９０，０７４，６１２

計 ２，７８９，７０３，３９２ ２１，０４８，２６３ ２５，５５２，０８６ ２，７８５，１９９，５６９ ４６５，０２９，６４７ １００，５９３，８７０ ２，３２０，１６９，９２２

ソフトウェア １１，９５７，５５１ ０ ８，０４５，６００ ３，９１１，９５１ ３，９１１，９５０ １２２，７４６ １

無形固定資産 電話加入権 １８，０００ ０ ０ １８，０００ １８，０００

計 １１，９７５，５５１ ０ ８，０４５，６００ ３，９２９，９５１ ３，９１１，９５０ １２２，７４６ １８，００１

注）当期有形固定資産増加高の内訳

○建物

北棟空調用電源増設 １，４０９，４００円ほか

○構築物

中庭防滑床タイル ３，６７２，０００円

○工具器具備品

ダブルビーム分光光度計 １，４２５，６００円ほか

当期有形固定資産減少額の内訳

○工具器具備品（リース期間満了による）

情報科学演習室コンピュータシステム ２１，２２３，０００円

� たな卸資産の明細

【単位：円】

種類 期首残高
当期増加額 当期減少額

期末残高 摘要
当期購入 その他 払出 その他

貯蔵品（灯油等） ２８１，４８０ ５，９９８，８６０ ０ ５，８７４，９０８ ０ ４０５，４３２

貯蔵品（郵券類等） ２０６，３７１ １，５６０，４９０ ０ １，３３０，８９５ ０ ４３５，９６６

計 ４８７，８５１ ７，５５９，３５０ ０ ７，２０５，８０３ ０ ８４１，３９８

注）たな卸資産は費用計上方式により会計処理しております。

� 有価証券の明細

該当事項はありません。
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� 長期貸付金の明細

該当事項はありません。

� 長期借入金の明細

該当事項はありません。

� 引当金の明細

該当事項はありません。

� 資産除去債務の明細

該当事項はありません。

� 保証債務の明細

該当事項はありません。

� 資本金および資本剰余金の明細

【単位：円】

区 分 期首残高 当期増加額 当期減少額 期末残高 摘要

資 本 金
地方公共団体出資金 ２，２０６，１７９，０００ ０ ０ ２，２０６，１７９，０００

計 ２，２０６，１７９，０００ ０ ０ ２，２０６，１７９，０００

資本剰余金

目的積立金 １０８，４９３，１９０ ０ ０ １０８，４９３，１９０

その他 １８，０００ ０ ０ １８，０００

計 １０８，５１１，１９０ ０ ０ １０８，５１１，１９０

損益外減価償却累計額 △３１４，５３１，３７４ △７０，３８８，４４６ ０ △３８４，９１９，８２０ 注

差引計 △２０６，０２０，１８４ △７０，３８８，４４６ ０ △２７６，４０８，６３０

注）現物出資および目的積立金を財源とする特定償却資産の減価償却による計上です。

� 積立金等の明細及び目的積立金の取崩しの明細

�－１ 積立金等の明細

【単位：円】

区 分 期首残高 当期増加額 当期減少額 期末残高 摘要

教育研究の質の向上並びに組織運営
及び施設整備の改善積立金 １０，５３０，８４２ ０ １０，５３０，８４２ ０ 注１

法第４０条第１項に基づく積立金 １３７，３８８，１２６ ２９，９３３，６３４ １６７，３２１，７６０ ０ 注１

前中期目標期間繰越積立金 － ２１，４９７，４７０ ０ ２１，４９７，４７０ 注２

合計 １４７，９１８，９６８ ５１，４３１，１０４ １７７，８５２，６０２ ２１，４９７，４７０

注１）前中期目標期間最終年度の積立金の期末残高は１３７，３８８，１２６円であり、これに前中期目標期間の最終年度未処分利益１９，４０２，７９２円及

び教育研究の質の向上並びに組織運営及び施設整備の改善積立金１０，５３０，８４２円を加えると、積立金は１６７，３２１，７６０円となります。

注２）この積立金１６７，３２１，７６０円のうち、今中期目標期間の業務の財源及び固定資産の見合い等として繰越の承認を受けた額は２１，４９７，４７０

円であり、差し引き１４５，８２４，２９０円については設置団体へ納付しております。

�－２ 目的積立金取崩しの明細

【単位：円】

区 分 金 額 摘 要

目的積立金取崩額 － － －

そ の 他 教育研究の質の向上並びに組織運営及び施設
整備の改善積立金取崩 １０，５３０，８４２ 法第４０条第１項に基づく積立金

への振替

合 計 １０，５３０，８４２
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� 運営費交付金債務及び運営費交付金収益の明細

�－１ 運営費交付金債務

【単位：円】

交付年度 期首残高 交 付 金
当期交付額

当期振替額

期末残高運営費交付金
収 益

資 産 見 返
運営費交付金

建設仮勘定
見返運営費
交 付 金

資本剰余金 小 計

平成２８年度 － ６７４，２９９，０００ ６５４，２４０，４０７ ２０，０５８，５９３ ０ ０ ６７４，２９９，０００ ０

計 ０ ６７４，２９９，０００ ６５４，２４０，４０７ ２０，０５８，５９３ ０ ０ ６７４，２９９，０００ ０

�－２ 運営費交付金収益

【単位：円】

業務等区分 平成２８年度交付分 合 計

期間進行基準 ５２３，９４２，４０７ ５２３，９４２，４０７

費用進行基準 １３０，２９８，０００ １３０，２９８，０００

計 ６５４，２４０，４０７ ６５４，２４０，４０７

� 地方公共団体等からの財源措置の明細

�－１ 施設費の明細

該当事項はありません。

�－２ 補助金等の明細

【単位：円】

名称 交付元 経費の別 期首残高 当期交付額

当期振替額

期末残高 摘要建設仮勘定
見 返 り
補 助 金 等

資 産 見 返
補 助 金 等 資本剰余金

長 期 預 り
補 助 金 等 収 益

平成２８年度
愛媛県介護
人材研修等
支援事業費
補助金

愛媛県 直接経費 － ８，０１１，０００ － ６６，７９２ － － ７，９４４，２０８ ０ ８，０１１，０００

合 計

直接経費 － ８，０１１，０００ － ６６，７９２ － － ７，９４４，２０８ ０

間接経費 － － － － － － － －

計 ０ ８，０１１，０００ － ６６，７９２ － － ７，９４４，２０８ ０

� 役員及び教職員の給与の明細

【単位：円、人】

区 分
報酬又は給与 退職給付

支給額 支給人数 支給額 支給人数

常勤 ３３，４８０，８６３ ３ ０ ０

役 員 非常勤 ３９０，０００ ４ ０ ０

計 ３３，８７０，８６３ ７ ０ ０

常勤 ４８１，１１９，１５８ ７０ ４８，００４，８８９ ３

教職員 非常勤 ２１，１３０，６４４ ３０ ０ ０

計 ５０２，２４９，８０２ １００ ４８，００４，８８９ ３

常勤 ５１４，６００，０２１ ７３ ４８，００４，８８９ ３

合 計 非常勤 ２１，５２０，６４４ ３４ ０ ０

計 ５３６，１２０，６６５ １０７ ４８，００４，８８９ ３

注１）役員に対する報酬等の支給基準について

公立大学法人愛媛県立医療技術大学役員報酬規程、公立大学法人愛媛県立医療技術大学役員退職手当規程に基づき支給しています。
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注２）教職員に対する報酬等の支給基準について

公立大学法人愛媛県立医療技術大学職員給与規程、公立大学法人愛媛県立医療技術大学職員の初任給、昇格、昇給等に関する細則、

公立大学法人愛媛県立医療技術大学職員の給与の支給等に関する細則、公立大学法人愛媛県立医療技術大学職員の住居手当に関する

細則、公立大学法人愛媛県立医療技術大学職員の通勤手当の支給等に関する細則、公立大学法人愛媛県立医療技術大学職員の単身赴

任手当に関する細則、公立大学法人愛媛県立医療技術大学職員の初任給調整手当の支給等に関する細則、公立大学法人愛媛県立医療

技術大学職員の期末手当及び勤勉手当の支給等に関する細則、公立大学法人愛媛県立医療技術大学職員の特殊勤務手当の支給等に関

する細則、公立大学法人愛媛県立医療技術大学職員退職手当規程、公立大学法人愛媛県立医療技術大学職員の退職手当に関する細則、

公立大学法人愛媛県立医療技術大学有期雇用職員給与規程、非常勤講師の報酬額について（理事長決定）、日々雇用職員の賃金日額

について（事務局長決定）に基づき支給しております。

注３）役員および教職員の報酬または給与の支給人員数は、年間平均支給人員数を記載しています。

注４）支給額には法定福利費は含んでいません。

� 開示すべきセグメント情報

当法人は単一セグメントにより事業を行っているため、記載を省略しています。

� 業務費及び一般管理費の明細

【単位：円】

教育経費
消耗品費 １３，１６９，４５６
備品費 ２，５１８，７２８
印刷製本費 ３，９８１，１９８
水道光熱費 １２，２５５，８７２
旅費交通費 ５，５８４，７３９
通信運搬費 １，７１４，１７６
賃借料 １，１３１，０１５
保守費 ７，３１９，４４２
修繕費 ４８８，８０８
損害保険料 １７，３３９
報酬・委託・手数料 ９，１２７，０５４
奨学費 ４，５７５，４５０
減価償却費 １２，５６４，２９１
雑費 ２５４，６９２ ７４，７０２，２６０

研究経費
消耗品費 １２，４６１，９１４
備品費 ４，９３７，８６９
印刷製本費 １５８，７６０
水道光熱費 ２，３９１，６２２
旅費交通費 ８，８２８，０３５
通信運搬費 ５０４，６７６
保守費 １，４２８，３２３
修繕費 ２３５，８４０
諸会費 １，１７０，６７５
会議費 １，４３８
報酬・委託・手数料 ２，７９９，４５５
減価償却費 ７，２９６，７１６
雑費 ３９１，２７７ ４２，６０６，６００

教育研究支援経費
消耗品費 ４，５５８，３４０
備品費 ４５９，０００
水道光熱費 １，３８３，９９７
旅費交通費 ９１３，０６６
通信運搬費 ６，１０３，１６１
賃借料 ７９，８２０
保守費 ８２６，５４９
損害保険料 ２，０４３
諸会費 ９６，４８０
会議費 １３，６８０
報酬・委託・手数料 ４１３，１０６
減価償却費 ２，９７０，９９８
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雑費 ２８，３０７
図書費 ４，３２９，０８６ ２２，１７７，６３３

受託研究費 ４６，４２３

役員人件費
報酬 ２４，４０２，４８１
賞与 ９，４６８，３８２
法定福利費 ５，４５９，１１０ ３９，３２９，９７３

教員人件費
常勤教員給与
給料 ２８１，９３３，８２４
賞与 ９５，１６４，１３８
退職給付費用 ４８，００４，８８９
法定福利費 ８１，２４９，８００ ５０６，３５２，６５１
非常勤教員給与
給料 １１，０４７，７４２ １１，０４７，７４２ ５１７，４００，３９３

職員人件費
常勤職員給与
給料 ８２，１４４，５２５
賞与 ２１，８７６，６７１
法定福利費 １６，６７４，３００ １２０，６９５，４９６
非常勤職員給与
給料 １０，０８２，９０２
法定福利費 ３６，４３０ １０，１１９，３３２ １３０，８１４，８２８

一般管理費
消耗品費 ９，５６０，５２３
備品費 ９５１，４８０
印刷製本費 ９２５，５３３
水道光熱費 ９，２４４，５７９
旅費交通費 ２，０８９，３２９
通信運搬費 １，３５０，４４５
賃借料 ６３８，６６５
福利厚生費 ７８６，９５０
保守費 ８，３１０，８５３
修繕費 １９，２６９，６２７
損害保険料 １，４４３，９００
広告宣伝費 ５６８，０８０
諸会費 １，３９８，２６５
会議費 ７，２００
報酬・委託・手数料 １９，６４３，７５９
減価償却費 ７，４９６，１６５
雑費 ４４，１７３ ８３，７２９，５２６

� 寄附金の明細

【単位：円、件】

区 分 当期受入額 件 数 摘 要

奨学寄附金 ５００，０００ １

現物寄附（図書） ９７９，７９３ ２１

合 計 １，４７９，７９３ ２２

� 受託研究の明細

該当事項はありません。

� 共同研究の明細

【単位：円】

区 分 期首残高 当期受入額 受託研究等収益 期末残高

共同研究 ８６８，３１４ ２，０００，０００ ４６，４２３ ２，８２１，８９１
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合 計 ８６８，３１４ ２，０００，０００ ４６，４２３ ２，８２１，８９１

� 受託事業等の明細

該当事項はありません。

� 科学研究費補助金の明細

【単位：円、件】

種 目 当期受入 件 数 摘 要

日本学術振興会
基盤研究（Ａ）

（２００，０００）
６０，０００ １

日本学術振興会
基盤研究（Ｂ）

（２００，０００）
６０，０００ １

日本学術振興会
基盤研究（Ｃ）

（１０，６４５，６９０）
３，１９３，７０７ １４

日本学術振興会
挑戦的萌芽研究

（１，８１７，０８０）
５４５，１２４ ４

日本学術振興会
若手研究（Ｂ）

（５００，０００）
１５０，０００ １

日本学術振興会
研究活動スタート支援

（８００，０００）
２４０，０００ １

合 計 （１４，１６２，７７０）
４，２４８，８３１ ２２

（注）上段（ ）内に直接経費相当額を、下段に間接経費相当額を記載しています。

� 上記以外の主な資産、負債、費用及び収益の明細

現金及び預金の明細

【単位：円】

区 分 期末残高 備 考

現金 ８，０００

普通預金 １８２，５１６，４９１

計 １８２，５２４，４９１

資産見返物品受贈額の明細

【単位：円】

区 分 期末残高 備 考

工具器具備品 ３

図書 ２４８，８６５，２５０

ソフトウエア １

計 ２４８，８６５，２５４

未払金の明細

【単位：円】

区 分 期末残高 備 考

固定資産未払金 ８，１９３，６４８

その他未払金（人件費） ５０，２９９，０６５

その他未払金（物件費） ３０，５００，２９８

計 ８８，９９３，０１１
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